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大阪市建設局  

 

質問に対する回答  

 

案件名称  道路の整備方針等検討業務委託  

 

番号  質問  回答  

1 2-1.道路の整備方針・整備水準の検討について 

・ (5)整備水準の見直しにあたる現地実験と効果検

証  

→特記仕様書におきまして、「市域で 10 箇所程

度、モデル化を予定している。」とありますが、これ

は試験施工的な現場作業を行うものと理解してよ

ろしいでしょうか。 

・2-1.道路の整備方針・整備水準の

検討について 

 モデル実施計画の立案、検証計画

及びとりまとめを行うものである。これ

に伴う事前調査などの現場作業は本

業務に含まれます。 

2 2-6.協議・調整資料作成について 

・ 有識者ヒアリングにおいて、謝金は必要でしょう

か。必要な場合は本業務に含まれていると理解して

よろしいでしょうか。 

・2-6.協議・調整資料作成について 

 本業務の有識者ヒアリングにおい

て、必要に応じ受注者にて対応する

ものとします。 

３  該当箇所  説明書 p1 

・提案書作成に当たり、「昭和 61 年に策定された

道路整備計画」を貸与もしくは閲覧させていただく

ことは可能でしょうか。 

・該当箇所  説明書 p1 について 

説明書  P.9  ５ .７ ）により、閲覧

が可能です。 

４  該当箇所  説明書 p1 

・提案書作成に当たり、「幹線道路等の美装化計

画（昭和 61 年に策定された幹線道路等における

道路環境整備推進要綱を含む）」を貸与もしくは閲

覧いただくことは可能でしょうか。 

・該当箇所  説明書 p１について 

説明書  P.9  ５ .７ ）により、閲覧

が可能です。 

５  該当箇所  説明書 p1、p2 

・説明書 p1、3)①の「整備水準については、昭和  

61 年から整備計画を策定して以降、長期間にわ

たり見直しがなさてれおらず、」の「整備計画」と、説

明書 p2、4)1.「道路の整備方針等のとりまとめに

あたり、道路環境整備計画が策定された昭和  60 

年代以降の社会環境の変化などを踏まえ、」の「道

路環境整備計画」は同じものと考えて宜しいでしょ

うか。 

・該当箇所  説明書 p1、p2 について 

「整備計画」と「道路環境整備計

画」は同義と考えて差しつかえありま

せん。 

６  該当箇所  仕様書業務内容 2-1．（5）  

整備水準の見直しにあたる現地実験と効果検証  

・現地実験で想定されている内容、受注者の役割

などについて、可能な範囲でご教示ください。  

・該当箇所  仕様書業務内容 2-1.

（5）について 

上記１の回答と同様です。 



 
 

 2 / 2 

 

７  該当箇所  仕様書業務内容 2-5．（2）  

各種現地調査の実施  

・ 「②道路現況調査（排水性舗装機能調査ほか）」

で想定されている内容、受注者の役割などについ

て、可能な範囲でご教示ください。 

・該当箇所  仕様書業務内容 2-5．

（2）について 

特記仕様書２－５に記載のとおり

です。 

 


